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総合特別区域事後評価について 

 

１ 趣旨 

総合特別区域基本方針（平成23年８月15日閣議決定）第二の５の規定に基づき、地域

独自の取組、国の支援措置の活用状況、数値目標の達成状況等について、有識者（総合

特区評価・調査検討会）による評価に先立ち、地域において自己評価を行う。 

 

２ 事後評価のフロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 評価の項目 

 

 

 

 

 

 

資料４－１ 

(1) 地域独自の税制・財政・金融上の支援措置、指定地方自治体の権限の範囲内にお

ける規制緩和及び独自のルールの設定、指定地方公共団体及び地域協議会等におけ

る体制の強化並びに民間独自の責任ある関与を示す取組等、地域における責任ある

取組 

(2) 規制の特例措置、税制・財政・金融上の支援措置の活用状況 

(3) 指定地方公共団体が策定した数値目標の達成状況 

(4) その他総合特区の評価に資する事項 

総合特区の評価について（基本方針第二の５） 

総合特区計画の認定 

総合特区の評価（自己評価） 

・指定地方公共団体及び事業実施主体が自ら行い、指
定地方公共団体が評価結果を評価書として取りまと
める。 

・評価書の取りまとめに際しては、地域協議会に諮る。 

規制の特例措置等の評価 

・評価書等を踏まえ、当該規制の特例措置等の所管府
省が行う（複数の府省にまたがる規制の特例措置等
の評価は内閣府が関係府省と協力して実施）。 

・特別の要件の見直し等が必要と判断された場合は、
評価のスケジュールとは別に半年以内で検討する。 

国と地方の協議会による審議 

総合特区評価・調査検討会（有識者により構成）において検討・評価 

総合特区推進本部への報告 

○原則として、最初の認定
から１年を経過した時点
の年度末までの状況につ
いて実施する（以降、毎
年実施）。 
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４ 評価の実施主体及び評価方法 

 (1) 評価主体 

指定地方公共団体（県、洲本市、南あわじ市、淡路市）及び事業実施者 

 (2) 評価方法 

総合特別区域評価書（以下「評価書」という。）を作成し、地域協議会（当協議会）

に諮る。 

 (3) 評価基準 

定量的評価を原則とし、評価書の提出期日までに評価指標に係る実績値の取りまと

めができない場合は、代替指標を設定して行う。代替指標の設定も困難な場合は、事

業の進捗状況に係る指定自治体の定性的な自己評価による評価を行う。 

 

５ 平成 25 年度評価結果の概要 

  当協議会の議を経てとりまとめた自己評価書については、昨年 12 月に有識者による

評価・調査検討会の評価結果とともに公表された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【主な有識者意見】 
 

ア 総合評価 

・ エネルギーから農業・人口にわたる幅の広い目標を、数多くの事業で着実に 

達成している点は大いに評価できる。さらに丁寧な事業進捗の把握が期待され 

る。 

・ 事業主体が意図する地域活性化の方向性が着実に具体化されている。 

・ エネルギー自給率を高めた後の淡路島の目指すべき姿をもう一度検討してい

ただきたい。そのことによって定住人口の増加のための方策が見えてくるので

はないだろうか。 

・ 財政支援ではきわめて多くの取組みを行っており、着実に進捗している。 

 イ 取組の進捗に関する意見 

・ 再生可能エネルギー創出の取組については、住民参加型太陽光発電所の地元 

還元や啓発的意義は大きい。また、太陽光だけでなく、多様な再生可能エネル 

ギーへの取組みも見られる。今後は潮流発電、洋上風力など、地域特性に応じ 

た再生可能エネルギーの創出も期待できる。 

・ 新規就農者数の増加に向けては、チャレンジファーム以外にも多様な事業が 

着実に行われている点は高く評価したい。新規就農者がしっかりと地元に定着 

できているかの確認も重要である。 

ウ 評価指標に関する意見 

・ 「持続人口」については、多岐にわたる取組みが予定されているが、包括的 

な事業効果によって達成できる指標であり、本事業の取り組みの寄与を慎重に 

議論する必要がある。 

・ 一部の指標は、すでに２８年度目標を達成している。改めて目標の考え方を 

精査する必要がある。 
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平成26年度地域活性化総合特別区域評価書【正】（案） 

 

 

作成主体の名称：兵庫県、洲本市、南あわじ市、淡路市 

 

１ 地域活性化総合特別区域の名称  

 

あわじ環境未来島特区 

 

２ 総合特区計画の状況 

 

① 総合特区計画の概要 

淡路地域の最大の強みは、エネルギーと食料の自給自足をともに実現できる恵まれ

た地理的条件の存在である。このため、エネルギーと農を基盤に暮らしが持続する地

域社会の実現を目指し、住民が主役となり、地域が主導して、「エネルギーが持続する

地域」「農と暮らしが持続する地域」の実現を目指す。こうした取組を新産業創出や地

域活性化につなげるのはもちろんのこと、地域の合意形成、社会的受容、費用負担の

あり方を含めて検証する一つの社会実験として展開する。 

 

② 総合特区計画の目指す目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 総合特区の指定時期及び総合特区計画の認定時期 

平成23年12月22日指定 

平成24年２月28日認定（平成26年６月27日最終認定） 

 

３ 目標に向けた取組の進捗に関する評価（別紙１） 

 

① 評価指標及び留保条件 

 

 

 

 

生命
い の ち

つながる「持続する環境の島」をつくる 

豊かな自然の中で暮らす人々が、自然との実りある関係を築きながら、資源、資

金、仕事を分かち合い、支え合って、身の丈に合った幸せを実感できる社会、誇り

の持てる美しい地域をつくる。そして、これを淡路島らしい固有の文化、価値とし

て次世代に引き継ぎ、将来の長きにわたって持ちこたえさせる。そうした地域の姿

を『生命つながる「持続する環境の島」』とし、その実現を目指す。 

評価指標(1)：エネルギー（電力）自給率［進捗度138％］ 

※電力消費量は関西電力㈱販売電力量分 

数値目標(1)：16%（H25年度）→21%（H28年度） 

［H26年度目標値：16%、H26年度実績値：22%、進捗度138％］ 

資料４－２ 
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民間事業者がチャレンジファーム事業を展開して農業人材の育成を図りつつ、特

色ある農産物の生産を行っているほか、地域独自の取組として、全島をあげた「食

のブランド「淡路島」推進事業」など、生産性向上に向けた取組を推進している。 

なお、「島内農協の野菜の年間販売高」÷「出荷件数」でみると、対前年度比

101.5％となった。特に玉葱が対前年度比118.2％と好調に推移している。しかし、

農産物の生産は天候や気温に大きく影響されるので、長期的スパンで評価する必要

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

定住人口については、進捗率101％と目標を達成している。 

交流人口については、淡路島観光協会が調査している主要観光施設の入込客数に

評価指標(2)：二酸化炭素排出量（関西電力㈱販売電力量分）［進捗度144％］ 

数値目標(2)：H24年度比2.5%削減（H25年度）→H24年度比8.4%削減（H28年度） 

［H26年度目標値：H24年度比4.5%削減、H26年度実績値：H24年度比6.5%

削減、進捗度144％］ 

 

評価指標(3)：再生可能エネルギー創出量［進捗度132％］ 

数値目標(3)：83,851MWh／年（H22年度） →180,472MWh／年（H28年度） 

［H26年度目標値：148,265MWh／年、H26年度実績値：195,125MWh／年、

進捗度132％］ 

評価指標(4)：新規就農者数［進捗度－％］ 

数値目標(4)：36人／年（H22年度）→65人/年（H28年度） 

［H26年度目標値：55人、H26年度実績値：（6月中旬判明見込）］ 

（参考：H25年度目標値：51人、H25年度実績値：66人／年、進捗度129％） 

 

評価指標(5)：再生利用が可能な荒廃農地面積［進捗度133％］ 

数値目標(5)：521ha(H22年度)→509ha(H28年度) 

［H26年度目標値：515ha、H26年度実績値：388ha、進捗度133％］ 

評価指標(6)：一戸当たり農業生産額 

数値目標(6)：186万円(H21年度)→195万円(H28年度)《定性的評価》 

評価指標(7)：持続人口（定住人口＋交流人口） 

数値目標(7)：持続人口：17万4千人(H22年度)→16万7千人(H28年度) 《定性的評価》 

      （うち、定住人口：14万4千人(H22年度)→13万4千人(H28年度) 

［H26年度目標値：13万6千人、H26年度実績値：13万6千848人、進捗

度101％］） 
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よると、明石海峡大橋の通行料値下げなどの影響もあり、対前年度比16％増で推移

している。このことから、交流人口の増加が見込まれる。 

以上のことから、持続人口は、目標値を上回ることが推察される。淡路３市や民

間事業者が実施する定住人口促進対策や淡路島景観づくり運動や祭典の開催など、

地域独自の取組などにより概ね順調に進捗している。 

 

② 寄与度の考え方 

  該当なし 

 

③ 総合特区として実現しようとする目標（数値目標を含む）の達成に特区で実施する

各事業が連携することにより与える効果及び道筋 

ア エネルギー持続の地域づくり事業 

あわじ環境未来島特区においては、淡路島を再生可能エネルギーの「テストアイ

ランド」とするため、実用化されていない潮流発電、太陽熱発電、洋上風力発電な

ど、新たな技術開発のための実証実験に取り組み、事業化につなげていく点に特色

がある。これらの先進的な取組については、京阪神の大都市部から近い交通至便な

立地条件の良さを生かし、多くの視察者を受け入れるほか、環境学習の場としても

提供することを想定している。このため、様々な実証実験の現場を巡るモデルコー

スを設定するほか、観光関係事業者とタイアップして有料のエネルギーツアーを企

画することも視野に入れている。 

以上のような島内各地の実証実験の取組を線でつなぐことにより、再生可能エネ

ルギーのショーケースとして面的に見せていくことで来訪者の増加を図り、地域の

活性化につなげていく。 

イ 農と暮らし持続の地域づくり事業 

淡路島においては、すでに若手の農業人材を育成する取組が始まっている。こう

した本格的な就農希望者のみならず、クラインガルテンなどを利用して気楽に田舎

暮らしと農業を楽しもうとする者にも活動の場を提供しようとする点においてあ

わじ環境未来島特区の特色があると考えている。 

このような両面の取組をバランス良く推進することにより、「「農」のある暮らし」

に関する様々なニーズに対応できる地域としての魅力を高め、交流人口の増加、さ

らには持続人口の増加につなげていく。 

以上のような取組を推進することにより、人口減少社会においても活力を維持し、

将来にわたって暮らし続けられる地域を創造する。 

 

④ 目標達成に向けた実施スケジュール（別紙１－２） 

ア エネルギー持続の地域づくり事業 

太陽光発電は、淡路島全体に広がっており、目標を大きく上回っている。引き続

き太陽光発電所の整備の推進を図る。 

また、潮流発電については、実証実験（流速調査等）を行うなど、予定どおり進

捗している。今後も「潮流発電」や「洋上風力発電」など、実用化が進んでいない
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再生可能エネルギー源による発電の実証を進め、多彩なエネルギーの創出に取り組

むとともに、「うちエコ診断事業」の受診者の増加等に向けて、当該事業の実施主

体と県・市が連携して住民への広報を強化していく。 

イ 農と暮らしの地域づくり事業 

エコ・クラインガルテンの整備や植物工場事業に関する取組について、現時点で

は事業化への道筋が見えていない。また、高齢者に優しい持続交通システムの構築

は、広域移動支援システムの開発に向け、国の競争的資金を獲得する必要がある。

このことから、国や関係事業者との調整を進めるほか、独自の支援策を検討するな

どにより、スケジュールの明確化に取り組む。 

 

４ 規制の特例措置を活用した事業等の実績及び自己評価（別紙２） 

   

該当なし 

 

５ 財政・税制・金融支援の活用実績及び自己評価（別紙３）  

 

財政支援：既存の補助制度等を活用した事業 ４件 

(1) 一般地域活性化事業（太陽熱発電とその排熱利用型バイナリー発電の高効率ハ

イブリッド実証（地球温暖化対策技術開発・実証研究事業）） 

  実証施設の建設が完了し、平成26年８月より風力・太陽熱およびバイオマスを

熱源とするバイナリー発電システムの実証試験を行った。引き続き財政支援を活

用することで、災害時を考慮した地産地消のエネルギー源としての活用など、再

生可能エネルギーの利用拡大に貢献することが見込まれる。 

 

(2) 一般地域活性化事業（日本有数の潮流を活用した潮流発電の検討（潮流発電技

術実用化推進事業） 

     潮流発電設備の開発、実証に向けて、発電装置や支持架台の検討、実証前の環

境因子の計測・評価、発電性能の評価手法の検討等を実施した。引き続き財政支

援を活用することで、実用化に向けた取組を進めたい。 

  

(3) 一般地域活性化事業（多様な主体の創意工夫を生かすエネルギー消費の最適化

（離島・漁村における直流技術による自立分散エネルギーシステム技術の実証研

究）（地球温暖化対策技術開発・実証研究事業）） 

     現地（沼島）において、直流給電方式による電力変換ロスの低減ならびに再生

可能エネルギーの有効活用をベースとした自律分散エネルギーシステム構築の

実証研究を実施した。 

 

(4) 一般地域活性化事業（多様な主体の創意工夫を生かすエネルギー消費の最適化

（分散型エネルギーインフラプロジェクト・マスタープラン策定事業）（「分散

型エネルギーインフラ」プロジェクト導入可能性調査事業）） 
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淡路市夢舞台ニュータウン構想「サスティナブル・パーク」周辺をモデル地域

とした分散型エネルギーインフラ整備の事業化検討を実施することができた。引

き続き財政支援を活用することで着実な進捗が見込まれる。 

 

  税制支援：該当なし 

 

金融支援（利子補給金）：４件 

「太陽光発電所整備事業」への貸付に対して利子補給金の給付を受けており、これら

の事業採算性の向上に大きく寄与している。 

 

６ 地域独自の取組の状況及び自己評価（別紙４） 

 

  住宅用太陽光発電システム設置の補助や電気自動車の購入補助、廃食用油の回収、BDF

化などにより、エネルギー自給率の向上、二酸化炭素排出量の削減などに寄与した。 

また、「食を核とした都市と農村の交流拠点」をコンセプトとした６次産業化による付

加価値の向上に取り組む「あわじ島まるごと食の拠点施設」を平成27年３月にオープン

し、地域農産物等の販売拡大、新規作物の導入促進を推進している。このほか、新たに

農地を借り受けて規模拡大や所得向上を図る認定農業者に対する「農地を活かす“プロ

農家”応援事業」や、新規就農希望者を支援する「がんばる淡路島農業人支援事業」な

ど、多様な取組を実施し、遊休農地の解消及び地域の担い手の所得向上、新規就農者の

確保に努めている。 

さらに淡路３市が実施する定住人口促進対策や地域住民などとの協働により実施した

各地域の交流促進事業などにより、定住・交流人口の増加に取り組んでいる。 

上述の取組は概ね順調に推移している。 

 

７ 総合評価 

 

平成26年度は、定量的評価が可能なものについては目標を達成しており、やむを得ず

定性的評価となったものについても、前年度を上回るなど取組全体としては概ね順調に

進捗している。 

しかし、農と暮らしの地域づくりに係る総合特区事業の一部が計画よりも遅れている。

国や関係事業者との調整を進めるほか、独自の支援策を検討するなどにより、スケジュ

ールの明確化に取り組んでまいりたい。 

住民参加型太陽光発電所の設置や、地域独自の取組を地域住民や企業、NPOなどと連

携して実施することにより、住民が主役となり、地域が主導して事業を推進することに

対する島民意識の醸成・参画拡大が図られた。 

当特区については、エネルギー持続の地域づくり事業及び地域活性化等の先進事例と

して、県内外から多くの関心が寄せられており、最終的な目標である『生命つながる「持

続する環境の島」』の構築に向けて、引き続き積極的な取組を推進したい。 
































































